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はじめに

豚丹毒は、豚丹毒菌の感染による疾病で、豚に急性敗血症、亜急性蕁麻疹、慢性関節炎及び心内膜

炎を引き起こす 。豚丹毒は人畜共通感染症であり、と畜検査で豚丹毒が発見もしくは菌分離され３）

た場合は、とさつ禁止や全部廃棄になる ため、養豚経営において経済的被害の大きい疾病である。11)

平成24年12月以降、管内の一肥育農場から出荷された豚で、と畜検査時に関節炎型や心内膜炎型の

豚丹毒が継続して摘発された。この事例に対して衛生対策及び抗体検査を実施し、多くの知見が得ら

れたので、その概要を報告する。

農場概要

当該農場は、肥育豚5,000頭を飼養する大規模農場で、系列繁殖農場より約30日齢の子豚を週約250

頭導入していた。畜舎は、ピギーパーラーや肥育舎が計19棟、出荷日齢は、約190日齢、県内のと畜

場へ毎月約1,000頭出荷していた。ワクチン接種は、豚丹毒、豚マイコプラズマ性肺炎、豚胸膜肺炎、

ＰＣＶ２、ＰＲＲＳを実施していた。

豚丹毒発生状況

当該農場における過去の豚丹毒の発生は、平成22年６月、平成23年７月、平成24年７月と毎年１頭

程度の関節炎型豚丹毒が散発的に認められていた。しかし、平成24年12月から平成25年９月までの９
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ヶ月間に渡り、蕁麻疹型、関節炎型及び心内膜炎型の豚丹毒が計30頭発生した（図１）。

図１ 豚丹毒の発生状況（平成22年以降）

衛生対策のためのモニタリング検査

農場では、従来より豚丹毒生ワクチンを80日齢で１回接種していた。しかし、平成24年12月以降に

と畜場で豚丹毒の発生が継続的に認められたことから、農場の抗体保有状況を把握し、衛生対策を講

じることとした。

モニタリング検査は、発生する前の平成24年８月から終息する平成25年10月まで計９回、ワクチン

接種後の効果判定を行うために100～180日齢の肥育豚計58頭を採血し、ラテックス凝集反応（日生研

アグテックＳＥ：以下、ＬＡ）を定法により実施し、凝集を示した血清の最高希釈倍数を抗体価とし

た。

モニタリング検査による抗体の推移と豚丹毒発生状況

抗体検査結果及び豚丹毒発生状況、抗体検査結果を基に指導したワクチンプログラムを図２に示し

た。抗体価は三角印、豚丹毒発生頭数は棒グラフで示し、ワクチン接種内容と接種群のＧＭは同一色

で表した。

豚丹毒が急増する前の平成24年の抗体価は、８月は16～64倍・ＧＭ36.8、11月は32～128倍・ＧＭ

64.0でワクチン接種後の有効抗体価は十分と思われた。しかし、12月のＧＭが147.0へ上昇し、抗体

価も64～256≦倍とばらつきが認められたため、生ワクチン80日齢１回接種から不活化ワクチン60日
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齢及び90日齢の２回接種に変更指導した。

その後、ワクチン変更による効果が期待される平成25年３月に再検査を実施したところ、抗体価は

32～128倍、ＧＭは64.0に減少し、発生頭数も平成25年２月に比べ減少していたことから、徐々にワ

クチンの効果が現れ、終息するものと思われた。しかし、４月以降、発生頭数が再度急増し、５月に

検査を実施したところ、抗体価は128～2048≦倍、ＧＭは776.0と非常に高い値であった。このことか

ら、農場で豚丹毒菌がまん延していると推察し、頻回ワクチン接種により免疫状態を安定化させるこ

とを目的に、不活化ワクチンの接種回数を60日齢及び90日齢の２回接種に120齢を追加した３回接種

への変更を再度指導した。指導後のＧＭは、徐々に低下し、発生頭数も６月をピークに減少し、９月

に１頭関節炎型が確認されたのを最後に終息した。

なお、その後の畜主への聞き取り調査で、系列繁殖農場で繁殖豚に豚丹毒ワクチン接種が実施され

ていないことが判明し、子豚への移行抗体レベルに差があることが推測されたため、８月以降のワク

チン接種は、30日齢、60日齢及び90日齢で実施した。

図２ 豚丹毒発生状況と抗体の推移

衛生指導内容

当該農場における豚丹毒対策としては、ワクチンプログラムの見直しのほかに、系列繁殖農場にお

ける不活化ワクチン接種の徹底、畜舎消毒の徹底、有効薬剤（ペニシリン系薬剤）による異常個体の
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早期治療、発育不良個体の早期淘汰、飼養衛生管理基準の遵守等を指導した。

ＬＡ検査結果の検証

今回、抗体価のばらつきを少なくするために実施した生ワクチンから不活化ワクチンへの変更や頻

回接種等が功を奏し、終息することができた。

一方、ワクチン変更後の効果を確認するモニタリング検査で、出荷豚は感染を防御できる十分な抗

体を保有していると判断したものの、４月以降、と畜検査で継続して発生が認められたことから、Ｌ

Ａは農場の抗体保有状況を十分に反映できていないのではないか、という疑問が生じた。

群馬県の野末らは、農場の抗体保有状況をより的確に把握でき、農家指導へと繋げることができる

検査法として、生菌発育凝集反応（以下、ＧＡ）が有効であるとの報告 を行っている。そこで、今10)

回の事例においてＬＡとＧＡの抗体検査を比較検討することとした。

ＬＡとＧＡの比較

ＬＡとＧＡの比較検討について、次のとおり実施した。

１ 検査材料

（１）採材時期：平成24年８月～25年５月まで 計６回

（２）検査日齢及び頭数：100～180日齢豚の保存血清 計104頭

２ 検査方法

（１）ＬＡ：日生研アグテックＳＥを用いて、定法により実施

（２）ＧＡ：マイクロプレート法

血清を等量の0.2mol/Ｌβ－メルカプトエタノール（２ＭＥ）添加ＢＨＩ培地と混合し、37

℃１時間処理した後、96穴Ｕ字マイクロプレートに２倍希釈列を作成。10％Marienfelde株添

加ＢＨＩ培地を添加後、37℃16～18時間培養。凝集を示した血清の最高希釈倍数を抗体価とし、

８倍以上の抗体価を有効抗体価と判定した。

検査結果

平成24年８月及び11月の豚丹毒発生前（以下、発生前）と平成24年12月～25年１月及び３月までの
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発生初期（以下、発生初期）のＬＡは、すべての個体で抗体保有が認められた。しかし、発生前のＧ

Ａでは34頭中31頭、発生初期のＧＡでは45頭中22頭で抗体を保有しておらず、ＬＡとＧＡの抗体分布

は異なっていた（図３、４）。一方で、平成25年５月の急増時（以下、急増時）は、ＬＡ、ＧＡとも

に大きく抗体価が変動し、抗体分布は概ね一致した（図５）。このことから、野末らの報告同様、Ｌ

Ａは、感染防御に必要な抗体の的確な把握が難しいと思われ、豚丹毒の抗体検査法について、さらな

る検証が必要と思われた。

図３ ＬＡとＧＡの検査結果比較（発生前） 図４ ＬＡとＧＡの検査結果比較（発生初期）

図５ ＬＡとＧＡの検査結果比較（急増時）

豚丹毒抗体検査の現状

従来から実施されている抗体検査には、感染防御抗体の測定に適しているＧＡと、ＧＡの代替法と

して市販されているＬＡの２つがある。ＬＡは作業性が簡便である一方、ＧＡは生菌を使用するため、

再現性の低さや術者への感染の危険性など問題点がある。そこで現在、より的確な感染防御抗体の測

定と作業性の問題を解決するために、２種類のELISAによる検査法が検討されている（図６）。
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１つは、感染防御抗原であるSpaAの精製組換え蛋白を抗原としたELISA（以下、SpaA－ELISA）で、

SpaAに対する抗体応答を特異的に検出しているため、感度と特異性が高いとされる 。また、野末４）

らは、ＬＡ、ＧＡ、SpaA－ELISAの３法比較検討を実施し、ＧＡとSpaA－ELISAは同様の結果を示し、

概ね農場のワクチン接種状況や衛生状況を反映する結果であったとの報告 を行っている。しかし、10）

SpaA－ELISAは抗原作成方法が特殊であることから、実用化されていない。

一方、SpaA－ELISAの抗原検出を容易にした豚丹毒菌表層抗原アルカリ抽出ELISA（以下、アルカリ

ELISA）は、比較的容易に抗原が作成でき、検査が実施できることから、この検査法の有用性につい

て、他の検査法とさらなる比較検討を実施した。

なお、ＬＡとＧＡは当所にて実施し、SpaA－ELISAとアルカリELISAは、独立行政法人 農業・食品

産業技術総合研究機構 動物衛生研究所に検査を依頼した。

図６ 豚丹毒抗体検査の現状

豚丹毒抗体検査の比較

これら４つの検査法について、次のとおり比較検討した。

１ 検査材料

（１）採材時期：平成24年８月～25年10月

（２）検査日齢及び頭数：30～180日齢豚の保存血清をランダムに抽出した36頭

２ 検査方法
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（１）ＬＡ：日生研アグテックＳＥを用いて、定法により実施

（２）ＧＡ：マイクロプレート法

（３）SpaA－ELISA４）

（４）アルカリELISA

①抗原の調製方法

Fujisawa株（血清型1a強毒株）を0.1％Tween80添加ＢＨＩブロスで増菌培養後、菌体を

回収し、PBSで洗浄する。0.01ＭNaOHに菌体を再浮遊後、４℃で一晩撹拌し、抗原を抽出

する。遠心により菌体を除去後、抗原濃度を10μg/mlに調整する。

②ELISA法

10μg/mlに調整した抗原をELISAプレートに固相化する。被検血清は56℃30分で非働

化後、100倍希釈する。この被検血清を用いてELISAを実施後、吸光度450nmで測定する。

検査結果

各検査の抗体価とＯＤ値の分布を図７～図10に示した。

SpaA－ELISAとＬＡの相関は低く（相関係数；0.3216）、ＬＡは感染防御抗体の測定に不十分である

と考えられた（図７）。一方、SpaA－ELISAとＧＡは高い相関（相関係数；0.7498）を認め（図８）、

野末らの報告 と同様の結果が得られた。また、SpaA－ELISAとアルカリELISA（相関係数；0.5967）、10）

アルカリELISAとＧＡ（相関係数；0.6845）においても、高い相関が認められた（図９、10）。この

とから、アルカリELSIAは感染防御抗体の測定に適していると推察された。

図７ SpaA-ELISAとＬＡの比較 図８ SpaA-ELISAとＧＡの比較
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図９ SpaA-ELISAとアルカリＧＡの比較 図10 アルカリELISAとＧＡの比較

まとめ及び考察

近年、全国では新しい遺伝子変異型の豚丹毒菌による敗血症豚丹毒の発生が報告されている

。当該農場における豚丹毒摘発事例も、新しい遺伝子型であるSpaA-609Ｇ769Ａ型豚丹毒１～２、５～８）

菌によるものであった。豚丹毒は、ペニシリン系薬剤による治療が可能であり、適切なワクチン接種

により発症を防御することができる。確実な衛生対策を策定するためには、日頃から抗体検査で農場

の感染防御抗体の保有状況を的確に把握することが重要である。

今回の事例は、平成24年12月以降９ヶ月間に渡り、と畜検査で慢性型豚丹毒が継続して摘発され、

ワクチンを頻回接種することにより、終息できた。しかし一方で、ＬＡのみの抗体検査では、感染防

御に必要な抗体を把握することができず、適切なワクチンプログラムの確立に至らなかったことが、

継続発生する一要因になったと考えられた。この理由として、ＬＡは主にIgＭ（２ＭＥ感受性）を優

勢的に検出していること が挙げられた。また、ＬＡとＧＡの比較検討結果より、ＬＡで農場にお９）

ける豚丹毒菌の汚染状況を把握することは可能であったが、ワクチンプログラムの効果判定や感染防

御抗体を確認する際は、ＬＡのみの抗体検査だけでなく、必要に応じてＧＡを組み合わせる必要があ

ることがわかった。

ＧＡは、感染防御抗体の測定に適している一方、生菌（強毒株）を用いることから、公衆衛生上の

問題として術者へ感染の危険性が考えられ、さらには、抗生剤投与豚では菌体の発育状況が左右され

る、検査に４日間ほどの日数がかかる、術者により判定結果が異なる、再現性が低いなど検査精度の

問題を抱えている。
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一方、ELISAは目的とする感染防御抗体を測定することができ、また、抗原作成時に強毒株の感染

性は消失することから、術者への安全性が担保できる。また、多検体の処理が可能で、抗生剤投与豚

の検査結果への影響が少ない、検査日数が概ね１日に短縮されることなどから、ＧＡの代替法として

期待できる。

SpaA－ELISAは、感染防御抗原の測定に適しているが、抗原作成が特殊であるため一般的な検査ラ

ボや家畜保健衛生所で実施することは困難である。一方、今回実施したアルカリELISAは、家畜保健

衛生所等で抗原作成が可能であり、ＧＡ、SpaA-ELISAと同様に感染防御抗体の測定に適していたこと

から、有益な豚丹毒抗体検査法であると考えられた。今後さらなる検証が重ねられ、実用化されるこ

とが望まれる。
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